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千葉市介護保険課 



 
 

【財源構
成】 

 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険
料  
 22% 
 

2号保険
料  
 28% 

 

 

【財源構
成】 

 

国 39% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険
料    
 22% 

 

介護予防給付 

 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

新しい地域支援事業の全体像 

2 
出典：厚生労働省資料 



介護予防・ 
日常生活 
支援総合 
事業 
（新しい 
総合事業） 

介護予防・生
活支援サービ
ス事業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 
（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 

・その支援のための活動に関
わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受け    
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト
該 当 者 （ 介 護 予
防・生活支援サー
ビス対象事業者） 

 
・現行の訪問 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

 
・現行の通所 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援
に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービス
の一体的提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を 
  踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 
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厚生労働省資料（一部加工） 

各自治体に広範な裁量を認
めており、各サービスの実施
の有無、サービス内容、実施
手法等について、各自治体
が判断 



                                 

       

 

○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援

事業へ移行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。 

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して

高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。 

   総合事業と生活支援サービスの充実 

 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 
 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 
 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 

 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の
推進 

 
 
・住民主体のサービ 
 ス利用の拡充 
 
・認定に至らない 
 高齢者の増加 
 
・重度化予防の推進 

・専門的なサービスを必要とする人に 
 は専門的なサービスの提供 
 （専門サービスにふさわしい単価） 

・支援する側とされる側という画一的 
 な関係性ではなく、サービスを利用 
 しながら地域とのつながりを維持で 
 きる 
 
・能力に応じた柔軟な支援により、 
 介護サービスからの自立意欲が向上 

 
 
・多様なニーズに対 
 するサービスの拡 
 がりにより、在宅生 
 活の安心確保 

予防給付 
（全国一律の基準） 

地域支援事業 

移行 

移行 

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な 
 単価の設定、単価が低い場合には 
 利用料も低減） 

同時に実現 

サービスの充実 

費用の効率化 

訪問介護 
 ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の 
 生活支援サービス 

 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 
 援サービス 

 既存の訪問介護事業所による身体介護・生  
 活援助の訪問介護 

通所介護 

 既存の通所介護事業所による機能訓練等 
 の通所介護 

 ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場 

 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 
 する教室 

介護予防・生活支援の充実 

4 
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サービスの類型 

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療

の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。 

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス 
種別 

①訪問介護 
②訪問型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 
③訪問型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

④訪問型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスＤ 
（移動支援） 

サービス 
内容 

訪問介護員による身体介護、生
活援助 

生活援助等 
住民主体の自主活動
として行う生活援助等 

保健師等による居宅で
の相談指導等 

移送前後の生活
支援 

対象者と
サービス
提供の考
え方 

○既にサービスを利用している
ケースで、サービスの利用の継
続が必要なケース 
○以下のような訪問介護員によ
るサービスが必要なケース 
（例） 
・認知機能の低下により日常生活に支
障がある症状・行動を伴う者 
・退院直後で状態が変化しやすく、専
門的サービスが特に必要な者 等 
 

※状態等を踏まえながら、多様なサー
ビスの利用を促進していくことが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進 

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース 
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース 
 
※3～6ケ月の短期間で行う 

  
訪問型サービスＢ 

に準じる 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 
個人情報の保護等の 

最低限の基準 
内容に応じた 
独自の基準 

サービス 
提供者（例） 

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体 
保健・医療の専門職 

（市町村） 

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、
サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏まえ、以
下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。 
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス 
種別 

① 通所介護 
② 通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービ
ス） 

③ 通所型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

④ 通所型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

サービス 
内容 

通所介護と同様のサービス 
生活機能の向上のための機能訓練 

ミニデイサービス    
運動・レクリエーション 
等 

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場 

生活機能を改善するため
の運動器の機能向上や栄
養改善等のプログラム 

対象者と 
サービス
提供の考

え方 

○既にサービスを利用しており、サービスの利用
の継続が必要なケース 
○「多様なサービス」の利用が難しいケース 
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行
うことで改善・維持が見込まれるケース 
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進 

・ADLやIADLの改善に向け
た支援が必要なケース 
等 
 
※3～6ケ月の短期間で実
施 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 
個人情報の保護等の 

最低限の基準 
内容に応じた独自の基準 

サービス 
提供者

（例） 

通所介護事業者の従事者 
主に雇用労働者 

＋ボランティア 
ボランティア主体 

保健・医療の専門職 
（市町村） 

②通所型サービス 
 

※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支
援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。 

③その他の生活支援サービス 

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守
り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所
型サービスの一体的提供等）からなる。 6 出典：厚生労働省資料 



3,517  3,426  3,220  2,838  2,608  2,448  2,337  2,229  2,069  1,902  1,747  1,607  1,509  

4,371  4,357  4,344  4,250  4,175  4,112  3,941  3,680  3,324  3,077  2,896  2,761  2,596  

2,204  2,576  2,948  3,395  3,612  3,657  

3,685  3,741  3,868  

3,856  3,768  3,626  
3,464  

6,575  
6,933  

7,293  
7,645  7,787  7,769  7,626  7,421  

7,192 
6,933 

6,664  6,387 
6,060 

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

678  
870  

1,037  
1,135  

1,242  
1,442  

1,432  
1,231  

1,186  

1,272  

1,407  
1,366  

1,187  

224  

294  

383  

511  

637  

736  846  

1,015  
1,037  

985  

977  1,035  
1,149  

901  

1,164  

1,419  

1,646  

1,879  

2,179  
2,278  2,245  2,223  2,257  

2,385  2,401  
2,336  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

75～84
歳 

85歳～ 

20～39
歳 

65歳～（第１号被保険者） 

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計 

     実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口） 

（万人） （万人） 

40～64歳（第2号被保険者） 

○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創
設の2000年以降、増加してきたが、2021年をピーク
に減少する。 

 要介護率が高まる75歳以上の人口推移   介護保険料を負担する40歳以上の人口推移 
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出典：厚生労働省資料 

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に増
加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。 

〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、一
方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。 



千葉市の状況 

平成２７年度 平成３７年度 

人口 ９６万４千人 ９６万２千人 

６５～７４歳の人口 １３万２千人 １１万人 

７５歳以上の人口 １０万２千人 １７万６千人 

高齢者人口 ２３万４千人 ２８万６千人 

高齢化率 ２４．２％ ２９．７％ 

要支援・要介護認定者数 ３万７千人 ６万６千人 

保険給付費等 ５６，２８５百万円 １０８，７８５百万円 

介護保険料 ５，１５０円 ７，６００円程度 

・要支援・要介護認定者数は、平成２７年～平成３７年
の１０年間で１．７８倍に増大 

・保険給付費等は、１０年間で１．９３倍に増大 

※平成２７年度は実績値、平成３７年度は推計値 
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サービスの多様化・介護人材の確保 

 

介護予防ケアマネジメントに係る支援 
  

9 

千葉市では、新しい総合事業への移行に当たっては、
移行により現行の利用者が不利益を受けないよう配慮
しつつ、次の基本コンセプトに基づき、事業の構築を行
う。 



●高齢者の増加に伴うニーズの多様化 

 ⇒専門職によるサービスを必要としない利用者を対象 

  に非専門職が提供するサービスや住民が主体となる 
  サービスを新設 

 ⇒副次的効果として介護給付費等の抑制を図る。 

 

 

 

●これにより専門職を介護重度者へのサービス提供に充   

   てられるため、介護人材の確保に資する。 

  ※平成３７年に市内で介護人材が約4,000人不足すると推計 

・全国一律の予防給付 ⇒ 多様なサービス 

・専門職によるサービス ⇒ 非専門職によるサービス 
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●介護予防ケアマネジメントの強化 
 ⇒介護予防ケアマネジメントに係るマニュアルの策定 

 ⇒これまで以上にケアプランの内容が利用者の心身の状況 

  に照らして適正なものになるように促す。 

 

●あんしんケアセンターの職員等への研修 
 ⇒あんしんケアセンターの職員等に対して介護予防ケアマ  

  ネジメントに係る研修の実施 
 ⇒マニュアルの定着とケアマネジメント能力の向上を図る。 
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介護予防・ 
日常生活 
支援総合 
事業 
（新しい 
総合事業） 

介護予防・生
活支援サービ
ス事業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 
（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 

・その支援のための活動に関
わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受け    
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト
該 当 者 （ 介 護 予
防・生活支援サー
ビス対象事業者） 

 
・現行の訪問 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

 
・現行の通所 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

千葉市における新しい総合事業の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援
に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービス
の一体的提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を 
  踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 
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厚生労働省資料（一部加工） 

※平成２９年４月（一部７月）
から本市で実施するもの 
＝ 
 



現行相当
サービス 

緩和基準 
サービス 

（サービスA ） 

住民主体 

による支援
（サービスB） 

短期集中 

予防サービス
（サービスC ） 

移動支援
（サービスD ） 

訪問型 
サービス 

○ 
（H29.4～ ） 

○ 
（H29.4～ ） 

○ 
（H29.4～ ） 

未定 未定 

通所型 
サービス 

○ 
（H29.4～ ） 

○ 
（H29.4～ ） 

○ 
（H29.4～ ） 

○ 
（H29.7～ ） 
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●介護予防訪問介護・通所介護は、現行相当サービス 

 として継続 

 ⇒専門職によるサービスが必要な利用者に限定 

 

●指定基準 

  介護予防訪問介護・通所介護と同一の指定基準とする。 

 

●報酬単価 

 ・多様な利用形態に対応するため、現行の包括報酬を 

  1回当たり単価に改める。 

 ・通所については、提供時間による報酬区分を設ける。 

  ⇒「２時間以上３時間未満」と「３時間以上」の２区分 

 



●専門職によるサービス提供が不要な利用者のために、  

 事業者指定により、非専門職（無資格者）でも提供できる 

 サービスを創設する。 
 【訪問】：訪問介護員の資格のない者による掃除、洗濯等の 

      生活援助型サービス 

 【通所】：高齢者の介護予防を目的とした体操やレクリエーション 

      等を行うミニデイサービス 

 

●指定基準   

 現行相当サービスの人員基準及び設備基準を緩和 
 

●報酬単価 

 ・１回当たり単価を採用し、報酬の適正化を図る。 

 ・人員基準を緩和した分（人件費分）、報酬単価を減額 

               ⇒報酬単価：現行の8割程度  



 現行相当サービス（現行の介護予防訪問介護相当） 緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ） 

サービス名称 訪問介護相当サービス 生活援助型訪問サービス 

事業主体 営利法人、非営利法人 同左 

サービス対象者 原則として要支援者 同左 

提供するサービス 
身体介護中心（生活援助型サービスのみを提供する場合は、生活援助

型訪問サービス） 
生活援助型サービス（買い物、調理等の支援） 

人員基準 

※管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所等

の職務に従事可能 

※一部非常勤職員も可能 

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従 1 人以上※ 

サービス 

提供責任者 

介護福祉士等 常勤の訪問介護員等のうち、

利用者 40 人に 1 人以上※ 

訪問介護員 介護福祉士等 常勤換算 2.5 人以上 

※管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所等

の職務に従事可能 

 

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従 1 人以上※ 

訪問事業 

責任者 

介護職員初任者

研修修了者等 

訪問介護員等のうち、常勤換

算で 1人以上（必要数） 

訪問介護員 なし 必要数 

設備基準 事務室、相談室（相談スペース）その他必要な設備及び備品等 同左 

運営基準 介護予防訪問介護に同じ。 同左 

報酬単価 

●キャンセルがない場合はこれまでと同様の報酬単価となる。 

 １回当たり単価 月当たり上限 

週１回程度 266 単位（1～3 回） 1,168 単位（4 回以上） 

週２回程度 270 単位（5～7 回） 2,335 単位（8 回以上） 

週３回以上 285 単位（9～11 回） 3,704 単位（12 回以上） 

 

 

 

 

 

●月の利用回数に関係なく一律に算定 

 １回当たり単価 

週１回程度 

225単位前後で調整中 週２回程度 

週３回以上 

サービスの担い手 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等の有資格者 無資格者（市が実施する研修の修了者及びこれと同等の者） 
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＊生活援助型訪問サービスについては、制度上介護職員処遇改善加算はないが、既に基本単位に介護職員処遇改善加算Ⅰ相当が含まれている。 



 現行相当サービス（現行の介護予防通所介護相当） 緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ） 

サービス名称 通所介護相当サービス ミニデイ型通所サービス 

事業主体 営利法人、非営利法人 同左 

サービス対象者 原則として要支援者 同左 

提供するサ

ービス 

レクリエーション、機能訓練等 【要送迎】 

●提供時間について「３時間以上」と「２時間以上３時間未満」の２つの区分を設ける。 
レクリエーション、介護予防を目的とした体操等 【要送迎】 

人員基準 

※管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従１人以上※ 

生活相談員 介護福祉士等 専従１以上 

看護職員 看護師等 単位ごとに専従１人以上 

介護職員 なし ・利用者 15 人以下：専従 1 人以上 

・利用者 15 人超： 利用者 1 人に専従 0.2 人以上 

機能訓練指導員 理学療法士等 専従１人以上 
※管理上支障がない場合は、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能  

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従１人以上※ 

介護職員 なし ・利用者 15 人以下： 

専従 1 人以上 

・利用者 15 人超： 

利用者 1 人に専従 0.2 人以上  

設備基準 
・食堂及び機能訓練室（利用定員×３㎡） 

・静養室、相談室（相談スペース）、事務室、必要な設備・備品 

・サービス提供に必要な場所（利用定員×３㎡） 

・相談室（相談スペース）、事務室、必要な設備・備品 

運営基準 介護予防通所介護に同じ。 同左 

報酬単価 

●キャンセルがない場合はこれまでと同様の報酬単位となる。 

 ３時間以上 ２時間以上３時間未満 

１回当たり単価 月当たり上限 １回当たり単価 

週１回程度 378 単位（1～3 回） 1,647 単位（4 回以上） 265 単位前後で調整中 

週２回程度 389 単位（5～7 回） 3,377 単位（8 回以上） 270 単位前後で調整中 
●月の利用回数に関係なく一律に算定 

 １回当たり単価 

週１回程度 
315 単位前後で調整中 

週２回程度 

 ＊ミニデイ型通所サービスについては、制度上介護職員処遇改善加算はないが、既に基本単位に介護職員処遇改善加算Ⅰ相当が含まれている。 
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訪問介護相当サービス 生活援助型訪問サービス

初回加算 200単位／月 200単位／月

生活機能向上連携加算 100単位／月 ―

処遇改善加算

(Ⅰ)基本単位×86/1000
(Ⅱ)基本単位×46/1000
(Ⅲ) (Ⅱ)×90%
(Ⅳ) (Ⅱ)×80%

―※

初任者研修 サ責減算 基本単位の30%減算 ―

同一建物減算 基本単位の10%減算 基本単位の10%減算

通所介護相当サービス ミニデイ型通所サービス

加算

・生活機能向上グルー

プ活動加算

・運動器機能向上加算

 ・事業所評価加算　等

介護予防通所介護に同じ ―※

定員超過減算 基本単位の30%減算 基本単位の30%減算
看護・介護職員人員欠如減算 基本単位の30%減算 基本単位の30%減算

同一建物減算
（送迎減算）

94単位／日減算 94単位／日減算

●通所型サービス

減算

加算

減算

※　生活援助型訪問サービス及びミニデイ 型通所サービスでは、それぞれ処遇改善加算を設けないが、処遇改善加算Ⅰ相当分（8.6%又は4.0％）を基本単位に上乗せしている。

●訪問型サービス
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サービス名称 （仮称）地域支えあい型訪問支援 （仮称）地域支えあい型通所支援

事業主体
町内自治会等の任意団体、NPO等（５人以上で組織
され、規約等が整備されている団体）

同左

サービス対象者 要支援者、基本チェックリスト該当者、一般高齢者 同左

提供するサービス
買い物代行、電球の交換 、布団干し等
※国通知（平成12年3月17日付老計第10号）の範囲
に限定されない。

体操、運動等の活動 、趣味活動等を通じた日中の
居場所づくり等

実施手法 登録制を検討 同左

人員基準等
なし
※運営基準として、介護保険法施行規則140条の62
の3第2項の基準を満たす必要あり。

同左

報酬単価 なし 同左

利用者負担 事業主体が設定（実費のみ） 同左

限度額管理の有無 限度額管理の対象外 同左

サービスの担い手 有償・無償のボランティア 同左

住民主体による支援（サービスＢ）



サービス名称 短期リハビリ型通所サービス 

事業主体 フィットネスクラブ・医療法人等 

サービス対象者 要支援者、基本チェックリスト該当者 

提供するサービス 

・原則として３か月間の短期リハビリ型介護予防複合プログラム 
 （運動器・口腔機能向上、栄養改善、認知機能低下予防） 
 

・理学療法士等のリハビリ専門職が事前アセスメントと事後評価を実施 

実施手法 委 託 

事業者委託料・利用者負担 検討中 

限度額管理の有無 限度額管理の対象外 

サービスの担い手 プログラムに必要な専門職（理学療法士等） 
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時 期 内 容 

平成２８年１２月～ 介護予防ケアマネジメント研修 

平成２８年１２月 
指定基準・報酬単価に係る基準の制定 
（施行日は平成２９年４月１日） 

平成２９年１月～ 緩和基準サービスに係る新規申請・サービス開始届出書の
受付け 

平成２９年２月 緩和基準サービス従事者研修※ 

平成２９年４月１日 新総合事業への移行 

平成２９年７月１日～ 短期集中予防サービスの開始 
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※研修期間は２～３日。各事業所が従業員（予定者含む。）について、受講申込を行う。 
 日程・研修内容等については、後日市ホームページ等で告知予定 



ご清聴ありがとうございました 


